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 地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月19日 

                                     佐賀県人事委員会委員長  江  崎  匡  慶    

 佐賀県人事委員会規則第６号 

   地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 
 地域手当に関する規則の一部を改正する規則（令和７年佐賀県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

３ 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例（令和７年条例第

３号。次項において「令和７年改正条例」という。）附則第８条前

段の人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる

区分とし、同条の人事委員会規則で定める割合は当該各号に掲げ

る級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 

３ 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例（令和７年条例第

３号。次項において「令和７年改正条例」という。）附則第８条前

段の人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる

区分とし、同条の人事委員会規則で定める割合は当該各号に掲げ

る級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 

(1) 19パーセント級地 100分の19 (1) 20パーセント級地 100分の20 

 (2) 16パーセント級地 100分の16 

(2)～(4) 略 (3)～(5) 略 

(5) 10パーセント級地 100分の10  

(6) ９パーセント級地 100分の９ (6) ８パーセント級地 100分の８ 

(7) ６パーセント級地 100分の６ (7) ４パーセント級地 100分の４ 

(8) ３パーセント級地 100分の３ (8) １パーセント級地 100分の１ 

(9) ２パーセント級地 100分の２  

附則別表 附則別表 

都道府県 支給地域 級地 

 略 

千葉県 柏市 ６パーセント級地 

都道府県 支給地域 級地 

 略 

千葉県 柏市 ８パーセント級地 
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改正前 改正後 

東京都 特別区 19パーセント級地 

武蔵野市 小平市 15パーセント級地 

府中市 三鷹市 14パーセント級地 

立川市 10パーセント級地 

神奈川県 川崎市 15パーセント級地 

横浜市 14パーセント級地 

大阪府 大阪市 15パーセント級地 

福岡県 福岡市 ９パーセント級地 

太宰府市 ３パーセント級地 

長崎県 長崎市 ２パーセント級地 
 

東京都 特別区 20パーセント級地 

武蔵野市 府中市 小平市 16パーセント級地 

三鷹市 15パーセント級地 

立川市 14パーセント級地 

神奈川県 横浜市 川崎市 16パーセント級地 

  

大阪府 大阪市 16パーセント級地 

福岡県 福岡市 ８パーセント級地 

太宰府市 ４パーセント級地 

長崎県 長崎市 １パーセント級地 
 

備考 略 備考 略 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


